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スタンダード
論文答練

予備試験

第２クール

講座仕様

実施期間

回数／問数

受講形態

添削

2024 年 3 月～ 5 月

●通信部 Web スクール

●郵送提出　● Web 提出

●フルコース
毎週 2 回 4 問ないし 6 問を実際に書
いて解説講義を聴くコースです。

●ハーフコース
毎週１回 2 問ないし 3 問の答案を実際
に書いて解説講義を聴き、残りの 2 問な
いし 3 問分は資料のみを受け取ります。

論証集や短文事例問題を回しているがどうも手ごたえがない。
そんな方には辰已の「予備スタ論」がおススメ。
本試験レベルの問題と客観的な採点基準であなたの実力を伸ばします！

01 辰已独自の [ 問題作成工程 ]…「答練の辰已」が全精力を傾注します
02 本試験的中 ……………毎年的中問題を生み出しています
03 精緻な採点基準 ………業界で最も詳細かつ客観的な採点基準
04 申込形態 ………………選べる２つのコース設定　フルコース or ハーフコース
05 丁寧な添削 ……………司法試験合格者が丁寧に添削指導します
06 答案スキルアップ ……複数の答案を素材に書き方をフォロー
07 受けやすさ ……………郵送でも Web でも答案提出できる！
08 WEB資料 …………… すべての資料を PDF で受講者特典マイページに提供します
09 プロ講師集団 …………元考査委員を含む辰已の実務家講師陣が解説

伝統と実績ある予備試験・論文答練のスタンダード

好評につき“3月スタート”新設定！

01　本試験レベルの問題で論文力を磨きたい方
02　詳細な採点基準に基づく客観的な評価を得たい方
03　本気の受験生集団の中で切磋琢磨したい方
04　自己流の答案では論文突破に限界を感じた方

ひと通り重要論点のインプットが終わった中・上級者対象者 ＞＞＞

予備試験スタンダード論文答練の特長

●通信部WEBスクール限定 

3/18（月）より教材発送　

辰已法律研究所
あなたの熱意 辰已の誠意

全国都市で会場受験＆通信受験

2024年予備試験 短答突破

予備試験 総択

旧司法試験時代、本試験受験者数の最盛期 13,500 人が受験した「辰已の総
択」（総合択一式試験）。そのノウハウと「短答の辰已」の誇りを賭けて、短

答総択を実施します。問題と解説のクオリティーは保証付きです。

予備試験の短答式試験そのものに肉薄する問題と
緊張感あふれる運営

真剣・緊張・ 本試験前の本試験

オンライン同時中継も開催

本試験直前答練
＜予告＞

短答試験
直前

本試験直前答練
＜予告＞

短答試験
直後

会場＆通信（オンライン同時中継受験あり）

2024年予備試験 論文突破
完全本試験仕様

論文公開模試

・的中率抜群の問題で構成する本試験仕様の答案練習会
・受験生のニーズに沿ったスケジュール、オンライン同時中継受験など

受けやすさにも配慮

辰已ならではの的中

他の追随を許さない圧倒的なクオリティー！

https://service.tatsumi.co.jp/辰已法律研究所 Tokyo/Osaka　提携校：Okayama
WEBスクール：https://tatsumi-ws.com/

スタンダード
第２クール

好評につき“3月スタート”新設定！

【注意事項】 
※注 1 　生協等の代理店でのお申込みはできません。辰已 WEB スクール（辰已 HP 上）でお申込みください。
※注 2　途中入会については随時ご相談に応じます（通信部フリーダイヤル 0120-656-989)。

●予備試験スタンダード論文答練  受講料（税込）

講座コード 通信部Web
辰已価格 代理店価格

第２クール一括 フルコース 選択科目あり B4064E ¥131,100
選択科目なし B4065E ¥118,600

ハーフコース 選択科目あり B4066E ¥104,600
選択科目なし B4067E ¥90,800

Web配信管理の
ため、代理店で
のお取り扱いは
ございません。

ここから
実力アップ！

中上級応用学習



予備試験  スタンダード論文答練予備試験  スタンダード論文答練

フル ハーフ 科目 発送日 答案締切 答案返却日
コース コース

● × 憲法/行政法１ 松永　健一 ★ 3/18(月) 4/5(金) 4/15(月)
● ● 憲法/行政法２ 外ノ池　佳子 4/8(月) 4/18(木)
● × 憲法/行政法３ 原　孝至 4/12(金) 4/22(月)
● ● 憲法/行政法４ 伊藤　建 4/15(月) 4/25(木)
● × 民法/商法/民訴１ 清武　宗一郎 ★ 4/1(月) 4/19(金) 4/29(月)
● ● 民法/商法/民訴２ 西口　竜司 4/22(月) 5/2(木)
● × 民法/商法/民訴３ 村田　望 4/26(金) 5/6(月)
● ● 民法/商法/民訴４ 新　和章 ★ 4/29(月) 5/9(木)
● × 民法/商法/民訴５ 二宮　麻里子 5/3(金) 5/13(月)
● ● 民法/商法/民訴６ 福田　俊彦 5/6(月) 5/16(木)
● × 刑法/刑訴１ 剛力　大 ★ 4/22(月) 5/10(金) 5/20(月)
● ● 刑法/刑訴２ 清武　宗一郎 ★ 5/13(月) 5/23(木)
● × 刑法/刑訴３ 黒根　祥行 ★ 5/17(金) 5/27(月)
● ● 刑法/刑訴４ 新庄　健二 5/20(月) 5/30(木)
● × 実務基礎１ 髙橋　芳彦 ★ 5/6(月) 5/24(金) 6/3(月)
● ● 実務基礎２ 古海　健一 ★ 5/27(月) 6/6(木)
● ● 選択科目１ ××× 5/13(月) 5/31(金) 6/13(木)
● ● 選択科目２ ××× 6/3(月) 6/17(月)

×＝資料渡し ★＝予備試験合格経験のある先生です

講師（敬称略）

●予備試験スタンダード論文答練　第２クール（3 月スタート）　

フルコース
フルコースは、週 2 回・4 問ないし
6 問の問題を書きます（全問添削付
き）。解説講義も 4 問ないし 6 問分
視聴できます。

解説講義
※選択科目に解説講義はありません。
会場受験日 [ 当日 ] の試験終了後直ちに WEB 視
聴が可能であるように配信します。
講義時間は各回 /1 問につき 1 時間です（2 時間
配信日と 3 時間配信日があります）。

ハーフコース
ハーフコースは、週 1 回・2 問ないし 3 問の問題を書きます（2 問
ないし 3 問分添削付き / 偶数回）。偶数回は解説講義も提供します。
奇数回については問題・解説の資料をお渡しします（添削・解説講
義はありません）。
＊選択科目についてはハーフコースの方も 2 回ご受験いただけます。

元司法研修所教官
新庄 健二先生

弁護士
福田俊彦先生

弁護士
西口竜司先生

元東京高検検事
外ノ池佳子先生

弁護士
原孝至先生

弁護士
黒根祥行先生

弁護士
新和章先生

弁護士
松永健一先生

●元考査委員を含む辰已の実務家講師陣が解説

●抜群の的中力

●スケジュール

　辰已の実力ある講師陣が解説を担当。予備試験
合格経験を持つ実務家講師を筆頭に、司法試験で
の採点経験を有する元司法研修所教官、経験豊富
な実務家弁護士まで、辰已には他校にはない講師
陣の層の厚さがあります。

　自らも予備試験を突破した経験を持つ新進気鋭
の講師はもちろん、元研修所教官は答案のどこが
どう評価されるのかを端的に示すことができ、実
務経験豊かであり且つ司法試験受験指導経験も豊
富な専任講師は受験生の弱点を熟知しています。
だから、辰已のスタ論の解説講義は一味違うので
す。

問題の質に
自信あり！

解説講義に
自信あり！

　辰已の予備スタ論は毎年のように本試験的中問題を出題しています。これは、辰已研究
スタッフが予備試験考査委員名簿や考査委員の先生方の著書・論文、出題サイクル、司法
試験考査委員の先生方の著書・論文まで徹底的に検証し、日夜研究を重ねている成果です。

　他社では真似できないクオリティを今年もお約束します。

予備試験スタンダード論文答練で「死者の占有」、「原告適格」がズバリ的中！
　2023 予備試験スタンダード論文答練（第 1 クール）刑法２
　2023 予備試験スタンダード論文答練（第 2 クール）憲法・行政法３

「死者の占有」がズバリ的中
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８　甲は、すぐに上記崖から離れ、同日午後１０時頃、同崖から約６キロメートル離れた場所まで

来ると、その場に上記携帯電話機を捨てた。同月１１日、Ｘが帰宅しなかったことから、Ｘの親

族が上記携帯電話機のＧＰＳ機能によって発信される位置情報を取得し、その情報を基にＸの捜

 索が行われたが、Ｘの発見には至らなかった。

 

 〔設問２〕　

【事例２】における甲の罪責を論じなさい（特別法違反の点は除く。）。

予備試験スタンダード論文答練（第１クール） 第１２回第１問 

辰已法律研究所 - 6 -

 
予備試験本試験  予備試験スタンダード論文答練（第１クール) 

最終合格者答案  第１２回（刑法２）第１問 

 

※本答案は、予備試験合格者が受講生と同じ条件で作成したものであり、完全解ではありません。 

Memo 
 
第１ 甲の罪責 

ジュラルミンケース１個を奪い、Ｆに傷害を負わせた行為に強盗致傷罪（刑法（以
下省略）２４０条）が成立しないか。 
「強盗」とは反抗抑圧に足りる程度の暴行脅迫を手段として、他人の財物を強取す

ることをいい、他人の財物は他人の占有する財物をいうが、ジュラルミンケース１個
はＦが占有する「財物」といえる。また甲は、Ｆの顔面を肘で強打しその場に昏倒さ
せ、枢要部に強い打撃を加え、現にＦが倒れて動けなくなっているほどの暴行であり、
反抗抑圧に足りる程度の暴行といえる。そしてその暴行を手段にＦから売上金１４０
０万円が入った同ケース１個を奪い、逃げ去ったとから「強取」したといえる。 
さらにＦは、甲の上記暴行により、加療約１０日間を要する顔面挫創、頭部打撲傷

を負っており「人を負傷させた」といえ、強盗致傷罪が成立する。そして以下記述の
乙と共謀共同正犯（６０条）となる。 

第２ 乙の罪責 
１ Ａ女の頸部を絞めつけ、窒息死させた行為について殺人罪（１９９条）が成立し
ないか。 
乙は、Ａ女を、自然の死期に先立ってその意思に反して生命を断絶させており、

「人を殺した」といえる。窒息死との因果関係、故意もあるから、殺人罪が成立す
る。 

２ Ａ女の死体を運び海岸に投げ棄てた行為に死体遺棄罪（１９０条）が成立しない
か。 
乙はＡ女の「死体」を運び、海岸に投げ棄ており、「遺棄」したといえ、故意もあ

るから死体遺棄罪が成立する。 
３ 腕時計及びネックレスを自らのズボンのポケットへ入れた行為（以下本件行為）
に窃盗罪（２３５条）が成立しないか。 
⑴ 腕時計及びネックレスは死亡したＡ女の物で、死者の占有は観念できないこと
から、窃盗罪の「他人の物」とはいえず同罪は成立しないのが原則である。 
しかし、殺害した行為者との関係では、死者の生前の占有は保護に値するとし

て占有を認めるべき場合もある。 
⑵ そこで、殺害による占有を失わせる行為と財物奪取行為が、時間的場所的近接
性や行為者の行動等から、行為の全体からみて一体といえる場合には、死者の生
前の占有を侵害したといえると解する。 
本件では、Ａ女を死亡させたのは、令和２年１２月１０日午後６時頃であり、

本件行為は同月１４日午前８時過ぎ頃にされており、４日も経った後の出来事で
時間的近接性は薄い。 
しかし、乙とＡ女は乙宅に同棲していたことや殺害現場も乙宅であったことか

らすれば、被害者Ａ女の生前の占有は、排他的支配下である乙宅にあり、野外で
殺害された場合とは異なり、時間的には生前の占有が比較的長く認められるとい
える。そこで、４日後の財物奪取行為だとしても、同棲中の乙がＡ女の腕時計及
びネックレスを自らのズボンのポケットへ入れた行為は、一体としてみることが
でき、乙はＡ女の生前の占有を侵害したといえる。 
「窃取」とは、他人の意思に反して他人の占有する財物を自己の支配下に移す

ことをいうが、乙はＡ女の占有する腕時計及びネックレスをポケットに入れ、自
己の支配下に移しており「他人の物」を「窃取」したといえる。 
そして換金目的があり、不法領得の意思が認められ、さらに故意もあるから窃

盗罪が成立する。 
４ 甲がＦから同ケース１個を奪い、Ｆに傷害を負わせた行為について、共謀共同正
犯として強盗致傷罪が成立しないか。 
⑴ 共謀共同正犯が成立するには共謀と共謀に基づく実行行為が必要である。 

本件では、甲と乙はＥ店での強盗計画を事前に意思連絡をして事前共謀がある。
そしてその共謀に基づき、甲が実行しているから、共謀に基づく実行行為がある。 
本件は強盗の共謀ではあるが強盗致傷罪は結果的加重犯であるから基本犯の
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 ［刑　法］

 

 以下の【事例１】及び【事例２】を読んで、後記 及び に答えなさい。〔設問１〕 〔設問２〕

 

 【事例１】

１　甲は、かねてより会社の上司であるＸから執ように叱責されるなどしていたことに恨みを募ら

せ、登山が趣味のＸを登山に誘って山中に連れ出し、Ｘを殺害した上でＸが滑落によって事故死

したように装い、犯跡を隠蔽しようと考えた。甲は、某月１日、Ｘを登山に誘い、Ｘが喜んで応

 じたことから、同月１０日、Ｘと２人で１泊２日の登山に出掛けた。

２　甲とＸは、同日午前１０時頃から登山を始めたが、同日午後４時頃、天候が急変して降雨とな

ったため、当初の登山計画を変更し、山頂付近にあった無人の小屋で一晩を過ごすことにした。

甲は、同日午後５時頃、疲れていたＸが上記小屋内で熟睡したことから、この機会にＸを殺して

しまおうと決めた。ちょうどその頃、雨が止んだため、甲は、Ｘを殺した後にＸの滑落死を装う

ための場所をあらかじめ探そうと思い立ち、上記小屋周辺を下見しておくことにした。甲は、し

ばらくの間、上記小屋を離れ、外に出ることにしたが、外にいる間にＸに逃げられないようにす

るため、同日午後５時５分頃、同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉

を開けられないようにした。なお、上記小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は上記扉１

 か所のみであった。

３　その後、甲は、上記小屋から歩いて約１００メートル離れた場所に、高さ約７０メートルの岩

場の崖があるのを確認し、同日午後６時頃、同小屋に戻り、上記ロープをほどいた。Ｘは、同日

 午後５時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。

 

 〔設問１〕

【事例１】において、甲に監禁罪が成立するという主張の当否について、具体的な事実関係を

 踏まえつつ、反対の立場からの主張にも言及して論じなさい。

 

 【事例２】（【事例１】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。）

４　甲は、上記小屋内に戻った後、Ｘを殺そうと思ったが、死体がすぐに見つかってしまっては何

らかの殺害の痕跡が発見され、滑落による事故死ではないことが判明してしまうと不安に思っ

た。そこで、甲は、同日午後６時１０分頃、Ｘの携帯電話機をＸの死体から遠く離れた場所に捨

てておけば、同携帯電話機のＧＰＳ機能によって発信される位置情報をＸの親族等が取得した場

合であっても、Ｘの死体の発見を困難にできる上、Ｘが甲とはぐれた後、山中をさまよって滑落

したかのように装う犯跡隠蔽に使えると考え、眠っているＸの上着のポケットからＸの携帯電話

 機１台を取り出し、自分のリュックサックに入れた。

５　甲は、同日午後６時２０分頃、Ｘを殺すため、眠っているＸの首を両手で強く絞め付け、Ｘが

ぐったりしたのを見て、Ｘが死亡したものと思い込んだ。しかし、この時点で、Ｘは、意識を失

 っただけで、実際には生きていた。

６　甲は、同日午後６時２５分頃、Ｘの死体を上記崖まで運んで崖下に落とすため、Ｘの背後から

両脇に両手を回してＸの身体を抱え上げた。その際、ＸのズボンのポケットからＸの財布が床に

落ち、これを見た甲は、にわかに同財布内の現金が欲しくなり、同財布内から現金３万円を抜き

 取って自分のズボンのポケットに入れ、同財布をＸのポケットに戻した。

７　甲は、同日午後７時頃、Ｘを上記崖まで運び、Ｘを崖下に落とした。甲は、Ｘが既に死んでい

ると軽信し続けていたが、この時点でもＸはまだ生きており、上記崖から地面に落下した際、頭

 部等を地面に強く打ち付け、頭部外傷により即死した。
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【出題の狙い】 

死者の占有については、 著名な論点ではあるものの、自説以外の根拠を示すこと

について十分準備ができていない受験生も多いと考えられ、本問を通して他説への

理解を深めてもらいたい。 

また、判例（最判昭４１．４．８・刑集２０－４－２０７）の見解は知っていて

も、あてはめについては、裁判例等を知っていないと困難な面もある。そこで、本

問を通して、素材裁判例である前掲東京高判昭３９．６．８・高刑１７－５－４４

６の事実認定を参照するほか、その他裁判例についても簡単に事案の概要とどのよ

うな事実認定をしたかを把握してほしい。 

共犯関係の解消については、共犯が司法試験において頻出論点であることから、

副次的な論点として出題がしやすいことから出題した。平均的な受験生であれば、

同論点については周知しており、あてはめ勝負になると思われる。そこで、本問を

通してあてはめの練習をしていただきたい。 

最後に、不真正不作為犯については、不作為による共犯の論点が、令和３年に出

題されているが、同論点は重要基本論点であることから、出題した。 

本問では、丙は甲らの犯行を阻止しなかったにとどまり、このような場合は原則

として不作為による幇助犯が成立しうるにとどまると理解されている。そこで、不

作為による幇助犯について、いかなる基準で作為義務を認めるかが問題となる。多

くの受験生は不作為による幇助の作為義務の有無の検討については慣れていないと

思われるが、解説を参照して同論点に対する理解を深めてほしい。 
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「死者の占有」
がズバリ的中！

本試験
出題

辰已
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辰已の予備試験スタンダード論文答練をオススメします！

梅本翔太さん　2022 年司法試験合格　／　2021 年予備試験合格　／　早稲田大学法学部在学

私が成績を向上できたのは、まさしくスタンダード論文答練のおかげです。まず、スタ論は採点表
が細かく設定されている点が非常に良いポイントです。論文式試験では豊富な事実が問題文に掲載
されているところ、採点表では問題文の事実 1つ 1つに細かく点数が振られているので、スタ論を
受けていくだけで自然と事実をたくさん使える力つきます。事実をいかに使うかが点数に直結する
論文式試験において、この力は非常にアドバンテージになります。スタ論を継続的に受けて復習も
怠らず行ったおかげで、直前期には新規の問題をみると採点表の項目が頭の中である程度想起でき
るようになりました。このときから、自分の実力の大きな向上を実感することができました。また
スタ論は、論文の勉強を進めて行くうえでのとても良いペースメーカーにもなります。スタ論は毎
週行われるため、スタ論の日程に合わせて勉強をしていくだけで、偏りのない勉強ができるように
なります。色々な予備校で答練が実施されていますが、
以上の理由から、間違いなくスタ論が一番実力の向上する答練だと思います。


